
緊急地震速報が発表された場合の対応について 

中体連サッカー審判部 
１．基本的な考え方 
  ◆人命第一 
  ◆パニックや火事による二次災害の防止 
 
２．全チーム確認事項 

◆「緊急地震速報」が発表されたら・・ 
   ※「緊急地震速報」＝携帯電話会社が提供するエリアメールサービス（当該地点で予測震度４以上の情報）のみを指す。 
  ①試合を中断する。 
  ②選手・チームスタッフ・観客等がパニックにならないように広報を繰り返し行う。 
  ③安全が確認されるまで試合は再開しない。 
 
３．事前に準備しておくべきこと 
  ①会場内の点検を行っておく。 
   ■地震発生時に照明や掲示物などの落下する恐れがあるか？ 
   ■窓ガラス等、破片が飛び散る恐れがあるか？ 
   ■大きな物品が倒れる恐れがあるか？ 
   ■安全を確保できるスペースがあるか？ 
  ②会場内に掲示物を作成しておく。 
  ③本部に「緊急地震速報」を入手する手段を準備する。（携帯電話端末） 
   ※対応可能機種かどうかあらかじめ確認しておく。 
  ④避難場所・避難経路の確保および誘導体制を整えておく。 
 
４．基本的な対応フロー 

 

    
 

 
 

◆主審が競技規則第５条に規定する“一時的に中断”した場合、 
その時間を「アディショナルタイム」として取り扱わない。 

  一時的に中断した場合、ランニングタイム計測用のストップウォッチも 
止める。 
※「空費された時間」ではなく競技の時間が停止していることに注意 

１ 情報の周知 

２ 試合の中断 

３ 会場内の状況確認 

４ 試合の再開・中止判断 

地震発生 

携帯電話の「緊急地震速報」の情報が発表された場合は、情報

を周知する。 

主審に試合を中断するように伝える。 
会場責任者（運営担当）→（第４の審判）→主審 
※「緊急地震速報」が発表されていない場合においても、 
 大きな揺れを感じた場合には、即座に試合を中断できるようにする。 

揺れが収まった後、会場内の状況を確認する。 
■負傷者の有無 
■構造上の被害の有無（スタンドや校舎壁面の亀裂・屋根からの落下物等） 

◇試合中止の判断条件◇ 
 ■多数の負傷者が出た場合 
 ■ピッチ上に陥没・隆起が発生し、競技に影響が出ると判断される場合 
 ■交通機関への影響が出て、選手およびスタッフの安全な帰宅と日没時

間を考慮すると試合を中止した方が妥当と考えられる場合 


